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Ⅰ 安全の確保 

平 成 ２５ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２４ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

１ 商品等・サービスの安全性確保  

  商品等の安全性の調査（経済労働局） 

① 商品等の安全性確保 

商品等による事故情報の収集に努めるととも

に、社会的に安全性の問題が提起された商品等

について実態調査を行い、必要な場合は公表す

る。 

 

② 消費生活用製品安全法に基づく立入検査等 

消費生活用製品の安全性については、消費生

活用製品安全法に基づき、基準適合マーク（Ｐ

ＳＣ）その他について、販売施設に立入検査等

を行う。適宜、法の趣旨を説明し理解を求める。

 

立入店舗数 １０ 店舗 

検 査 点 数 ３００ 点 

 

③ 電気用品安全法に基づく立入検査等 

電気用品の安全性については、電気用品安全

法に基づき、基準適合マーク（ＰＳＥ）その他

について、販売施設に立入検査等を行う。 適宜、

法の趣旨を説明し理解を求める。 

 

立入店舗数 ５ 店舗 

検 査 点 数 ２０ 点 

 

④ ガス事業法に基づく立入検査等 

ガス用品の安全性については、ガス事業法に

基づき、基準適合マーク（ＰＳＴＧ）その他に

ついて、販売施設に立入検査等を行う。適宜、

法の趣旨を説明し理解を求める。 

 

立入店舗数 ３ 店舗 

検 査 点 数 ５ 点 

 

⑤ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律に基づく立入検査等 

液化石油ガス器具の安全性については、液化

石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律に基づき、基準適合マーク（ＰＳＬＴ

Ｇ）その他について、販売施設に立入検査等を

行う。適宜、法の趣旨を説明し理解を求める。

 

立入店舗数 ５ 店舗 

検 査 点 数 ２５ 点 
 

 

１ 商品等・サービスの安全性確保 

  商品等の安全性の調査 

① 商品等の安全性確保 

特に実態調査すべきものはなかった。 

 

 

 

 

② 消費生活用製品安全法に基づく立入検査等 

立入検査を実施した結果、特に危害を及ぼす

商品は販売されていなかった。 

 

立 入 検 査 ３ 回（８，１２，３月）

立入店舗数 １０ 店舗 

検 査 点 数 ３３３ 点 

 

 

③ 電気用品安全法に基づく立入検査等 

立入検査を実施した結果、特に危害を及ぼす

商品は販売されていなかった。 

 

立 入 検 査 ３ 回（８，１２，３月）

立入店舗数 ６ 店舗 

検 査 点 数 １８ 点 

 

 

④ ガス事業法に基づく立入検査等 

立入検査を実施した結果、特に危害を及ぼす

商品は販売されていなかった。 

 

立 入 検 査 ３ 回（８，１２，３月）

立入店舗数 ３ 店舗 

検 査 点 数 ４ 点 

 

 

⑤ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律に基づく立入検査等 

立入検査を実施した結果、特に危害を及ぼす

商品は販売されていなかった。 

 

立 入 検 査 ３ 回（８，１２，３月）

立入店舗数 ７ 店舗 

検 査 点 数 ２１ 点 
 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



Ⅰ 安全の確保 

平 成 ２５ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２４ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

  安全確保のための表示基準（経済労働局） 

商品やサービスの使用又は利用の仕方によって

身体への危害が問題になった場合、発生を防止す

るための使用や利用の方法などの表示について事

業者が遵守すべき基準を市長が設けることができ

るが、問題が生じた場合には速やかに基準の設定

を検討する。 

 

  商品テスト（経済労働局） 

苦情相談の処理にあたって、当該苦情商品の原

因究明調査を行う必要があると認めるときは、国

民生活センター等の検査機関に苦情商品の調査を

依頼する。また、クリーニングに関しては、地方

消費者行政活性化基金を活用し、３回を限度に検

査を委託する。 

 

  家庭用品安全対策（健康福祉局） 

広域販売網をもつ大型小売店舗やベビー用品販

売店等を中心に、外国製の乳幼児用繊維製品に重

点をおいた試買検査を実施し、安全性の確認と小

売業者等に対する監視指導を行う。また、消費者

を対象にした講習会の開催、パンフレットの配布

などにより家庭用品に関する正しい知識の啓発を

図る。 

 

  健康リビング対策（健康福祉局・区役所） 

市民の健康を支える快適で安全な居住環境の確

保支援を目的に、保健所等を中心として健康リビ

ングに関する情報提供、啓発活動を実施する。ま

た、相談・要望に応じて居住環境の調査を行い、

問題解決を支援する。 

 

  公園の遊具の安全点検（建設緑政局・区役所）

公園遊具の安全性確保のため、年２回の点検を

行う。 

 

２ 食品の安全性確保 

  農作物の安全性確保（経済労働局） 

生産段階における農産物の安全性確保のため、

適正な農薬使用及び防除記録の作成を指導し、環

境にやさしい環境保全型農業の推進に努め、安

全・安心な農作物の安定供給を図る。 

 

① 農作物病害虫防除の手引きの作成 

農業者に対し ４，５００部配布（３月） 

 

 

  安全確保のための表示基準 

基準の設定を必要とする問題は発生しなかっ

た。 

 

 

 

 

 

  商品テスト 

【調査依頼先】 

国民生活センター ３件 

製品評価技術基盤機構(NITE) １件 

神奈川県クリーニング生活衛生同業組合 ３件 

 

 

 

  家庭用品安全対策 
試買検査数          １３２件 
規制対象外家庭用品検査      ０件 
衛生講習会           ２５件 
パンフレット作成          ８００部 

 

 

 

 

 
  健康リビング対策 

相談・調査件数        １０７件 
衛生講習会           ８８件 
パンフレット作成       ３００部 

 

 

 

  公園の遊具の安全点検 

公園遊具を年２回点検した。 

 

 

２ 食品の安全性確保 

  農作物の安全性確保 

 

 

 

 

 

① 農作物病害虫防除基準の作成 

農業者に対し  ４，５００部配布（３月）

 

―
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Ⅰ 安全の確保 

平 成 ２５ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２４ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

② 多摩川梨病害防除暦の作成 

農業者に対し   ３００部配布（３月） 

 

  食品営業施設等への立入検査(健康福祉局･区役所)

① 食品営業施設への立入調査 

川崎市食品衛生監視指導計画に基づく営業施

設の監視指導を実施し､食中毒等による健康危

害の未然防止を図る。 

 

② 食鳥処理場施設等への立入調査 

食鳥処理場施設等の監視指導を行い、食鳥肉

の安全性を確保する。 

 

  食品等の監視及び検査（健康福祉局・区役所）

川崎市食品衛生監視指導計画に基づき､市内を

流通する食品等について、微生物検査(食中毒菌

等)及び理化学検査(残留農薬等)を実施するとと

もに表示の点検を行い、不良食品等の排除を図る。

また、輸入食品についても、検疫所における違

反状況等を踏まえ、計画的な検査を実施する。 

 

 

  食中毒調査及び行政処分(健康福祉局・区役所)

食中毒が疑われる場合、食品衛生法に基づき調

査、措置、報告等を迅速かつ的確に行い、原因食

品及び病因物質等を早期に排除し、食中毒の拡大

防止及び再発防止を図る。 

 

  夏期及び年末の食品等一斉監視(健康福祉局･区役所)

夏期及び年末に消費される食品の検査やリスク

の高い食品を取り扱う業種、大規模食品流通施設

等の一斉監視を行い､食品等に起因する事故の防

止を図る。 

また､食品衛生月間(８月)には､食中毒予防の啓

発を図るため、衛生教育や食品衛生イベントを開

催して､食中毒予防リーフレットの配布等を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 多摩川梨病害防除暦の作成 

農業者に対し    ３００部配布（３月）

 

  食品営業施設等への立入検査 

① 食品営業施設への立入調査 

営業施設数               ２７，５２３施設 

監視指導件数             ８８，５１８件 

 

 

② 食鳥処理場施設への立入調査 

施設数                              ７施設 

監視指導件数                       ８件 

 

  食品等の監視及び検査 

食品等官能検査件数    １６２，９４８件 

食品等検査検体数          ２，１３５検体 

【主な内訳】 

輸入食品                       １８６検体 

残留農薬検査                     ７８検体 

組換えＤＮＡ技術応用食品検査    ２４検体 

(遺伝子組換え食品検査) 

 

  食中毒調査及び行政処分 

食中毒発生件数                       ４件 

行政処分件数                         ４件 

 

 

 

  夏期及び年末の食品等一斉監視 

夏期及び年末の食品等一斉監視 

 夏期（７～8 月） 年末(11 月 15 日～12 月)

営業施設監視指導 17,128件 12,452件 

食品等収去検査 540検体 251検体 

 

食品衛生月間（８月） 

懸垂幕・ポスター等の掲示 

(市内保健所・中央卸売市場食品衛生検査所) 

 

衛生教育        ７回         ８５１名 

監視指導                 ８，８９６件 
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Ⅰ 安全の確保 

平 成 ２５ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２４ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

  自主管理体制の推進（健康福祉局・区役所） 

① 食品等事業者に対する研修 

営業者等による自主管理体制の推進に向け、

効果的な指導等を行うとともに､事業者や市民

への啓発活動の担い手としての人材育成も目指

す。 

また、(社）川崎市食品衛生協会の「食品衛生

指導員」による食品衛生巡回指導に向け、研修

会を開催し、得た知識等が日常の団体活動にお

いても活用できるよう情報提供を行う。 

 

 

 

 

② 食品衛生推進員による活動 

飲食店営業者等の食品衛生の向上に関する自

主的な活動を促進するため、社会的信望があり、

かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者

に、食品衛生推進員を委嘱する。 

 

  消費者への啓発(健康福祉局・区役所) 

市民や配食ボランティア活動団体等に対し、食

中毒多発期間に発令される食中毒警報等について

情報提供を行うとともに、意見交換等を通じて食

品衛生に関する正しい知識の普及を図る。 

 

 

  表示及び標ぼう内容の適正化の推進 

(健康福祉局・区役所)

① 食品衛生法に基づく適正化の推進 

食品衛生法に基づき、一般的な表示事項に加

え、食品添加物表示、期限表示、組換えＤＮＡ

技術対応食品及びアレルギー物質を含む旨の表

示事項について関し指導を実施する。 

 

② 健康増進法に基づく適正化の推進 

健康増進法に基づき、栄養成分表示、健康保

持増進効果に関する広告等について指導を実施

する。また、栄養機能食品の検査と特定保健用

食品及び特別用途食品の表示許可申請の受付を

実施する。 

 

 

 

  自主管理体制の推進 

① 食品等事業者に対する研修 

食品衛生責任者実務講習会       １５回 

（受講者         ２，５２３人） 

その他の衛生教育（健康福祉局実施分を含む）

８８回 ６，８８２名 

巡回指導実施状況(食品衛生指導員) 

夏期(H24.7.15～8.15) 

巡回施設数            ４，３６６施設 

指導員数          延べ    ４６６名 

年末(H24.12.1～12.28) 

巡回施設数             ３，９９１施設 

指導員数          延べ    ５０７名 

 

② 食品衛生推進員による活動 

食品衛生推進員の委嘱         ３７９名 

(平成24年度委嘱 任期：H24.7.1～H26.6.30)

 

 

 

  消費者への啓発 

各種講習会等の開催               ７８回 

（延べ参加者        ２，２０４人） 

【警報等発令期間】 

神奈川県食中毒警報   H24.7.31～H24.10.16 

ﾉﾛｳｲﾙｽ食中毒警戒情報 H24.11.12～H25.3.31 

 

  表示及び標ぼう内容の適正化の推進 

 

① 食品衛生法に基づく適正化の推進 

表示違反件数                  １２７件 

 

 

 

 

② 健康増進法に基づく適正化の推進 

・表示違反件数 

・食品表示相談指導     ３４件 

・虚偽・誇大広告相談指導   ８件 

・試買検査件数 

・食品数           ７件 

（検査項目  ９種類） 

・市独自発行のリーフレットを作成し、各区役所

保健福祉センター等で配布し、情報提供した。

1 種類 ３，６００部 
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Ⅰ 安全の確保 

平 成 ２５ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２４ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

  学校給食の安全性確保(教育委員会) 

① 給食用物資の検査 

学校に納入された物資を採取し、衛生検査を

定期的に実施し、安全性の確認を図る。 

【内容】 

・細菌検査及び理化学検査 

（成分規格及び合成抗菌剤検査等を含む） 

・残留農薬検査 

・遺伝子組換え検査 

 

② 給食室の環境衛生検査 

・外観検査（施設整備及び管理状況） 

調理室、食品の取扱、排水及び周囲の状況

その他 

･給食室の環境検査(室温､湿度､照度) 

･食器具類の洗浄状況(デンプン､脂肪性残留物検査)

･食器具類の消毒状況(一般細菌及び大腸菌群検査)

・保存食の保存状況 

 

③ 給食従事者等への啓発  

研修会を開催し、食中毒発生防止や食品の安

全に関する正しい知識の講習をする。 

【衛生管理研修会】 

・対象 給食調理員、栄養教諭 

学校栄養職員、学校薬剤師 

・内容 講演・学校給食調理場における衛生

管理の実態 

 

  保育園給食の安全性確保(市民・こども局) 

① 調理従事者の衛生管理 

毎月定期的に検便による細菌検査（赤痢､サ

ルモネラ､腸管出血性大腸菌Ｏ１５７､Ｏ２６､

Ｏ１１１)を実施し､衛生管理に努める。 

 

 

 

② 食品の安全衛生管理 

・納品業者の衛生管理について確認する。 

・納品の際には検収を行い、品質及び鮮度の確

認を行う。 

・食品の生産地、製造元等の情報については、

入手できる限り記録し把握する。 

 

 

 

 

 

  学校給食の安全性確保 

① 給食用物資の検査  

検査項目件数                 ３２４件 

（検査食品数     ９０件） 

【内容】 

・細菌検査及び理化学検査      ２３８件 

（成分規格及び合成抗菌剤検査等を含む） 

・残留農薬検査                   ８０件 

・遺伝子組換え検査                 ６件 

 

② 給食室の環境衛生検査(５項目)１１６校 

・外観検査（施設整備及び管理状況） 

調理室、食品の取扱、排水及び周囲の状況 

その他 

･給食室の環境検査(室温､湿度､照度) 

･食器具類の洗浄状況(デンプン､脂肪性残留物検査)

･食器具類の消毒状況(一般細菌及び大腸菌群検査)

・保存食の保存状況 

 

③ 給食従事者等への啓発 

衛生管理研修会（８月） 

対 象 給食調理員、栄養教諭 

学校栄養職員、学校薬剤師 

参加者 ２６６名 

内 容 講演 

｢学校給食における衛生管理について｣

｢食中毒予防について｣ 

 

  保育園給食の安全性確保 

① 調理従事者の衛生管理 

調理従事者だけでなく､子どもにかかわる保

育者すべて､毎月定期的に検便による細菌検査

を実施。 

月平均               ２，０５３件 

年延件数           ２４，６３３件 

 

② 食品の安全衛生管理 

保育園ごとに納品業者と年度分の請書を交

わし、納入食材に関する仕様を確認。 

業者に対し従業員の検便や製品の自主検査

を依頼し､提出のあった実施結果については各

園にて保管。 

食品の生産地、製造元、製造年月日等の情報

を各園にて記録。 
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実 績

評 価

 

③ 給食施設・設備の衛生管理 

年２回、業務委託による園舎内の害虫駆除を

実施するとともに、施設・設備の点検を行い、

衛生管理に努める。 

 

④ 給食担当者食品衛生研修会 

保育園給食における食中毒予防のために給食

担当者を対象に食品衛生研修会を開催し、衛生

管理に関する知識の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

３ 監視指導（健康福祉局・区役所） 

  環境衛生関係営業施設 

施設の衛生水準の維持向上及び営業者による自

主管理の支援、促進を目的として、検査データに

基づいた科学的監視指導を強化する。 

(S23.4.2保健所法(現 地域保健法)施行令施行) 

 

  専用水道及び簡易専用水道 

施設への立入検査等を行い、設置者に水道法に

基づく施設の管理の徹底を指導する。 

 

 

 

  小規模水道及び小規模受水槽水道 

施設への立入検査等を行い、設置者に条例又は

要綱に基づく施設の管理の徹底を指導する。 

 

 

 

 

 

４ 商品廃棄に係る汚染防止（環境局） 

  廃家電製品 

① 廃家電製品 

平成１３年４月から特定家庭用機器再商品化

法（いわゆる家電リサイクル法）が施行され、

原則として製造業者が市内から排出される廃冷

凍庫、廃冷蔵庫及び廃ルームエアコンの再商品

化と併せてオゾン層の破壊物質である特定フロ

ンを回収し、地球環境の保全に努める。 

 

 

③ 給食施設・設備の衛生管理 

業務委託による害虫防除の実施（２回） 

前期   6月中旬～  7月下旬 保育園63箇所

後期  11月中旬～ 12月中旬  保育園63箇所

 

④ 給食担当者食品衛生研修会 

実施月  ５月下旬 

対 象 市内保育園栄養士、調理師、調理員

および給食担当者 

 

参加者  １１８名 

講 師  健康福祉局健康安全室職員 

内 容  食品衛生に関する最新情報 

保育園給食における衛生管理 

 

３ 監視指導 

  環境衛生関係営業施設 

旅館業、公衆浴場、興行場、理容所、美容所、

クリーニング所、プール、温泉等の営業施設の監

視指導を行い、衛生・安全の確保に努めた。 

監視指導延べ施設数          ４，１６５件 

 

  専用水道及び簡易専用水道 

・専用水道 

立入検査延べ施設数             ７２件 

・簡易専用水道 

立入検査延べ施設数           ３９８件 

 

  小規模水道及び小規模受水槽水道 

・小規模水道 

立入検査延べ施設数             ６９件 

（飲用井戸等を含む）

・小規模受水槽水道 

立入検査延べ施設数           ３４６件 

（条例対象外施設を含む）

 

４ 商品廃棄に係る汚染防止 

  廃家電製品 

① 廃家電製品 

特定家庭用機器再商品化法に基づき、市内で

排出される廃冷凍庫、廃冷蔵庫、廃ルームエア

コンの再商品化及びオゾン層の破壊物質であ

る特定フロンの回収を製造業者に行わせ、不法

投棄防止と地球環境保全に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



Ⅰ 安全の確保 
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② 廃テレビの適正処理 

廃テレビの不法投棄防止を図るため、市

民、事業者に対して、市のホームページやチ

ラシ等で、家電リサイクル法に基づく廃テレ

ビの適正なリサイクル方法等を周知し、適正

処理を推進する。 

 

  使用済み乾電池 

使用済みの筒型乾電池は、引き続き資源物収集

日に分別収集を実施していく。分別収集した使用

済み乾電池は専門の処理業者に委託して適正な

再資源化または処理・処分を実施する。 

 

 

 

５ 放射能汚染に対する安全性確保 

  食品等の検査（健康福祉局・区役所） 

市内で生産された食品や市内を流通する食品の

放射能濃度検査を行い、不良食品の排除を図る。

また、食品の放射能汚染の相談を受け、不安の

解消に努める。 

 

  市内産農産物の放射性物質検査（経済労働局）

昨年度と同様に、市内産農産物の安全・安心を

確保するため、関係機関と連携し、「かわさき農

産物ブランド」や観光農園の農産物、作付面積の

多い農産物等の主たる市内産農産物について、概

ね出荷前に放射性物質検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 廃テレビの適正処理 

市民、事業者に対して、家電リサイクル法

に基づく廃テレビの適正なリサイクル方法

等を市のホームページやチラシ等で、周知す

ることによって適正処理を推進し、廃テレビ

の不法投棄防止を図った。 

 

  使用済み乾電池 

平成２３年度未繰越保管量           １６８本

平成２４年度収集量                 ７８５本

平成２４年度処理量                 ８２７本

平成２４年度末繰越保管量           １２６本

※ドラム缶（２００㍑）１本あたり 

３３２ｋｇ／本 として計算 

 

５ 放射能汚染に対する安全性確保 

  食品等の検査 

市内産農産物                ３２検体 

川崎港で採取された魚介類      ８検体 

市内を流通する食品        １０６検体 

 

 

  市内産農産物の放射性物質検査 

東京電力福島第一原発事故による放射性物質

の放出に伴い、市内産農産物の安全・安心を確保

するため、関係機関と連携し、「かわさき農産物

ブランド」や観光農園の農産物等について、計３

２件の放射性物質検査を実施した。 

結果はすべて、食品衛生法上の基準値以下また

は検出限界値未満であった。 

 

＊ 食品衛生法上の基準値（野菜等） 

放射性セシウム100Bｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/kg 

 

詳細は、本市ホームページを参照 
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  東日本大震災後の学校給食の安全性確保 

(教育委員会) 

① 給食用物資の放射能濃度検査及び検査結果の公表

給食で使用する予定の国内産食材を事前に

サンプル的に抜き取り、放射能濃度検査を実施

し、安全性の確認を図る。また、その結果を公

表することにより、関係者への周知を図る。 

【内容】 

・放射性セシウム134･137 

 

② 給食の物資の産地公表 

給食で使用する予定の食材の産地を公表す

ることにより、関係者への周知を図る。 

 

  水道水中の放射性物質検査（上下水道局） 

長沢浄水場及び生田浄水場の原水及び配水池水

について、適宜、放射性セシウムの検査を行いホ

ームページ上で公表する。 

万一、放射性物質が管理目標値を超えて検出さ

れた場合には、水道水の安全・安心を確保するた

め、水道利用者に周知し、必要に応じ給水車や飲

料水の手配をする。 

 

 

  東日本大震災後の学校給食の安全性確保 

 

① 給食用物資の放射能濃度検査及び検査結果の公表

給食で使用する予定の国内産食材を事前にサ

ンプル的に抜き取り、放射能濃度検査を実施し、

その結果を市のホームページに掲載。 

検査食品数（国内産食材）     ７６件 

【内容】 

・放射性セシウム134･137 

 

② 給食の物資の産地公表 

給食で使用する予定の食材の産地を使用する

月の前月末までに、市のホームページに掲載。

 

  水道水中の放射性物質検査 

上下水道局の長沢浄水場及び生田浄水場の原水

及び配水池水について毎週、放射性セシウムを検

査して結果をホームページに載せた。 

【検査結果】 

・放射性セシウム 全て不検出（1Bq/kg未満）
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